
 

税制上の優遇措置について 

 

１ 個人からの寄付（所得控除） 

  寄付金額のうち２千円を超える額が控除されます 

 

 〔 所得金額 －（寄付金額（※１）－ ２千円） 〕× 所得税率 ＝ 税 額 

   

    ※１ 寄付金額の内、所得控除額は所得金額等の４０％相当額が限度 

 

 ★ 事例 

  ・ 総所得金額６００万円のとき所得税率は２０％なので税額は１２０万円 

  ・ 寄付金を１０万円とすると９８千円が控除額となり税額は１１８万４百円 

  ・ よって、１万９６百円の優遇措置となります 

 

 

２ 法人からの寄付 

  通常の一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入が認められます 

  （下記のＡ＋Ｂ） 

 

 Ａ：一般寄付金の損金算入限度額（B の限度額を超えた分を含む） 

   （所得金額の２．５％＋資本金等の額の０．２５％）×１／４ 

 

 Ｂ：公益法人への寄付金の特別損金算入限度額 

   （所得金額の６．２５％＋資本金等の額の０．３７５％）×１／２ 

 

 ★ 事例 

  ・ 資本金が１億円、所得金額が１千万円の場合 

  ・ Ａ＝１２５千円 Ｂ＝５００千円 

  ・ よって、ＡとＢの合計金額６２５千円の損金算入が認められます 

 

 

＊本制度に関する詳しい内容は、地域の所轄税務署へお問い合わせください。 

 


